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　年金を受け取るために必要な期間（保険料納付済等期間）が10年に短縮され、
これまで年金を受け取ることができなかった方も年金が受給できる可能性があります。

●平成29年８月１日から、10年となります。

　年金を受け取るために必要な期間（保険料納付済等期間）が２５年から１０年に短縮されます。これにより、
年金を受け取れる人を増やし、これまで納めていた年金保険料をなるべく年金の支払いにつなげることができ
ます。

●対象者は？

　すでに６５歳以上の方で、年金を受け取るために必要な期間（保険料納付済等期間）が１０年以上の方が対象
です。

●いつから受給できますか？

　すでに６５歳以上の方で保険料納付済等期間が１０年以上の方は、窓口で申請していただくと最短で平成２９
年９月分が１０月に指定の口座へ振込まれます。（以降、２ヶ月分の年金が偶数月に振込まれます）

●手続きは必要ですか？

　対象者の方には、平成２９年２月末から平成２９年７月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次送
付されます。「年金請求書」が届きましたら、必要事項を記入の上、必要書類と併せて岡谷年金事務所までお
持ちください。

●受給できる年金額はどうなりますか？

　年金保険料を納めた期間に応じて支給される年金額が決まります。保険料を納めた期間が長ければそれだけ
年金額が多くなります。また、国民年金の後納制度や任意加入により、年金額を増やすことができる場合があ
りますので、岡谷年金事務所にご相談ください。

●ご不明な点等のお問い合わせ及び予約相談の受付は？

　ねんきんダイヤル　０５７０－０５－１１６５
　（０５０で始まる電話でおかけになる場合は　０３－６７００－１１６５）
または、岡谷年金事務所 ０２６６－２３－３６６１ へ直接お電話してください。

※岡谷年金事務所の相談窓口が混雑することが予想されますので、
　必ず予約相談をご利用ください。
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